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商標審査基準改訂案 
 

商標法４条１項１号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
第３ 第４条第１項及び第３項（不登録事由） 

二、第４条第１項第 1 号 

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 

 
１．「国旗」について 
「国旗」とは、日章旗をいう（国旗及び国歌に関する法律（平成 11 年 8 月

13 日法律第 127 号）第１条）。 
 
２．「菊花紋章」について 
「菊花紋章」とは、菊花の紋章で花弁の数が 16 枚からなる我が国の皇室の紋 

章をいう。 
 
３．「勲章、褒章」について 
「勲章、褒章」とは、いずれも我が国のものであって、かつ、査定時におい 

て現に存在するものに限る。 
(1) 主な「勲章」の例（出典：内閣府賞勲局） 

  

第３ 第４条第１項及び第３項（不登録事由） 

二、第４条第１項第 1 号 

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 

 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
１．「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るものとする。 
 また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国を

も含むものとする。 
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(2) 主な「褒章」の例（出典：内閣府賞勲局） 

 

  
 
４．「外国の国旗」について 
「外国の国旗」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国 

の国旗をも含む。 
 また、査定時において現に存在する国に限るものとする。 
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（第４条第１項第７号へ移行） 
 
 
 
 
５．「同一又は類似の商標」について 

(1) 本号における類否は、国家等の尊厳を保持するという公益保護の観点か 
ら、商標全体がこれら国旗等と紛らわしいか否かにより判断する。 
 例えば、出願商標が、その一部に国旗等を顕著に有する場合は、商標全

体として本号に該当するものと判断する。 
(2) 「菊花紋章」の判断の例 

上記(1)に加え、出願商標が、菊花を表し、その花弁の数が 12 以上 24 以

下で表示されている場合は、「菊花紋章」に類似するものと判断する。た

だし、出願商標が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
   ① 花心の直径が花弁の長さより大きいもの  
  ② 菊花の３分の１以上が他のものにより覆われ、又は切断されているも

の 
 ③ 花心が花の中心からその半径の４分の１以上片寄ったもの 

  ④ 菊花の形状が明らかに紋章を形成せず、かつ、生花を表したと認めら

れるもの 
 

（例）上記①ないし④に該当する標章 

   
 
６．色彩を組み合わせてなる商標について 
 色彩のみからなる商標のうち、色彩を組み合わせてなるものが外国の国旗と

同一又は類似の標章である場合には、原則として、本号に該当するものと判断

する。 

 
２．商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は

外国の国旗に類似するものとする。国旗又は外国の国旗の尊厳を害するような

方法で表示した図形を有する商標は、たとえ、それらと類似しない場合であっ

ても、第４条第１項第７号の規定に該当するものとする。 
 
 
 
 
 
 
３．菊花の紋章でその花弁の数が 12 以上 24 以下のもの及び商標の一部に菊花

紋章又は上記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に

類似するものとする。ただし、次のものは、この限りでない。 
  (1) 花心の直径が花弁の長さより大きいもの  
 (2) 菊花の３分の１以上が他のものにより蔽われ、又は切断されているもの 
 (3) 花心が花の中心からその半径の４分の１以上片寄ったもの 
 (4) 菊花の形状が確然と紋章を形成せず、かつ、生花を模倣したと認められ

るもの 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．色彩のみからなる商標のうち、色彩を組み合わせてなるものが国旗、菊花

紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の標章である場合には、原

則として、本号の規定に該当するものとする。 
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商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
三、第４条第１項第２号、第３号及び第５号（国の紋章、記章等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「経済産業大臣が指定するもの」について 

「経済産業大臣が指定するもの」は、いずれも、官報に経済産業省告示とし

て、告示番号や告示日と共に掲載されているものである。 

 例えば、以下のものがある。 

 

 

三、第４条第１項第２号、第３号及び第５号（国の紋章、記章等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．下記例示は、「経済産業大臣が指定するもの」であり、これらは官報に掲

載されている。 

 

 

 

 

二 パリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月

二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三

十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボン

で及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所

有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下

同じ｡)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の

紋章その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標

法条約の締約国の国旗を除く。）であって、経済産業大臣が指定するもの

と同一又は類似の商標 

三 国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表示

する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

（次に掲げるものを除く。） 

  イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者

の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであって、その

商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用

をするもの 

  ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商

標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない

商品又は役務について使用をするもの 

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法

条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記

号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商

標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又

は類似の商品又は役務について使用をするもの 

二 パリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月

二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三

十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボン

で及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所

有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下

同じ｡)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の

紋章その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標

法条約の締約国の国旗を除く。）であって、経済産業大臣が指定するもの

と同一又は類似の商標 

三 国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表示

する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

（次に掲げるものを除く。） 

  イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者

の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであって、その

商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用

をするもの 

  ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商

標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない

商品又は役務について使用をするもの 

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法

条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記

号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商

標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又

は類似の商品又は役務について使用をするもの 
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(1)  第２号 

（例１）アメリカ合衆国の記章 

（通商産業省告示昭和 51 年第 356 号 昭和 51 年８月６日告示） 

      
 

（例２）オーストラリア連邦の紋章 

（通商産業省告示平成６年第 74 号 平成６年２月 16 日告示） 

 

      
 

 

 

 

第２号関係： 
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(2)第３号 

（例１）国際連合の標章 

（通商産業省告示平成６年第 253 号 平成６年４月 26 日告示） 

 

      
 

（例２）世界知的所有権機関の標章 

（通商産業省告示平成６年第 275 号 平成６年４月 26 日告示） 

 

      
 

(3)第５号 

（例１）マレーシアの監督用又は証明用の印章又は記号 

（経済産業省告示平成 26 年第 196 号 平成 26 年９月 26 日告示  

商品又は役務：輸送，食肉，魚 等） 

 

第３号関係： 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号関係： 
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（例２）大韓民国の監督用又は証明用の印章 

（経済産業省告示平成 26 年第 241 号 平成 26 年 12 月 12 日告示  

商品又は役務：木材製品） 
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２．第２号について 

 (1) 「同一又は類似の商標」について 

  本号における類否は、国家等の尊厳を保持するという公益保護の観点か

ら、商標全体が国の紋章等と紛らわしいか否かにより判断する。 

 例えば、出願商標が、その一部に国の紋章等を顕著に有する場合は、商

標全体として本号に該当するものと判断する。 

 

３．第３号について 

 (1) 「同一又は類似の商標」について 

   本号における類否は、国際機関の尊厳を保持するという公益保護の観点

から、商標全体がこれら国際機関を表示する標章と紛らわしいか否かによ

り判断する。 

 例えば、出願商標が、その一部に国際機関を表示する標章を顕著に有す

る場合は、商標全体として本号に該当するものと判断する。 

 (2) 本号イにいう「需要者の間に広く認識されている」について 

(ｱ) 需要者の範囲は、最終需要者まで広く認識されている場合のみなら 

ず、取引者の間に広く認識されている場合を含む。 

(ｲ) 「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断における考慮事 

由及び証拠方法は、この基準第２（第３条第２項）の２．（2）及び（3）

を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

２．第３号における「類似」の判断は、当該国際機関等の権威を損じ、尊厳を

害するような商標を一私人に独占させることを防止するという目的に照ら

し、同機関等を表示する標章と相紛らわしいか否かを考慮するものとする。 

 

 

３．第３号イでいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終需要

者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されてい

る商標を含む。 

４．(1) 第３号イでいう「需要者の間に広く認識されている商標」については、

例えば次の事実を総合勘案して判断する。 

① 実際に使用している商標並びに商品又は役務 

② 使用開始時期、使用期間、使用地域 

③ 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模（店舗数、営業地域、売上

高等） 

④ 広告宣伝の方法、回数及び内容 

⑤ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び

内容 

⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果 

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によるものとする。 

① 広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビＣＭ等） 

② 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿 

③ 商標が使用されていることを明示する写真又は動画 

④ 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書 

⑤ 同業者、取引先、需要者等の証明書 

⑥ 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明

書 
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 (3) 本号イにいう「需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似

するもの」について 

   本号イにおける類否の判断は、需要者の間に広く認識されているため

に、国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標を本号の適用対象から

除外し、当該商標を保護するという観点から、当該商標の有する外観、称

呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。 

 

 (4) 「国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務 

について 

「誤認を生ずるおそれがない」か否かの判断については、国際機関が行

う役務と出願商標の指定商品又は指定役務との関連性を勘案して判断す

る。 

（例） 本号ロに該当する場合 

国際機関が行っている役務が食品関係であるのに対し、出願商標の

指定商品が自動車である場合。 

 

４．第５号について 

(1) 「同一又は類似の標章を有する商標」について 

本号における類否は、商品の品質又は役務の質の誤認防止及び監督・証

明官庁の権威の保持の観点から、出願商標が、その構成全体又はその一部

に国の監督用の印章等と紛らわしい標章を有するか否かにより判断する。 

(2) 「同一又は類似の商品又は役務」について 

   商品又は役務の類否の判断については、この基準第３の十（第４条第１

項第 11 号）11.(1)から(3)を準用する。 

 

 
（注）記載した告示の内容は、本審査基準作成時点のものである。 

⑦ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事 

⑧ 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書 

ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、対象

者等その客観性について十分に考慮するものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

５．第３号ロについては、国際機関が行う役務と出願に係る第５条第１項第３

号で規定する指定商品又は指定役務（以下「指定商品又は指定役務」という。）

との関連性を勘案して判断する。 

第３号ロに該当する例： 

○国際機関が行う役務が食品関係 

 ○出願に係る指定商品が自動車 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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商標法４条１項４号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
四、第４条第１項第４号（赤十字等の標章又は名称） 

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律（昭和二十二年法律第 

百五十九号）第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）第百五十八条

第一項の特殊標章と同一又は類似の商標 

 

１．赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第１条の「標章」及び

「名称」について 
(1) 「標章」は次のとおりである。 

①         ②         ③ 
 
 
 
 
 
（白地に赤十字） （白地に赤新月） （白地に赤のライオン及び太陽） 

 
(2) 「名称」は次のとおりである。 

① 「赤十字」    ② 「ジュネーブ十字」 
③ 「赤新月」    ④ 「赤のライオン及び太陽」 

 
 
２．武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第 158 条第

１項の特殊標章のひな型は次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 

（オレンジ色地に青色の正三角形） 
 
 

四、第４条第１項第４号（赤十字等の標章又は名称） 

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律（昭和二十二年法律第 

百五十九号）第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）第百五十八条

第一項の特殊標章と同一又は類似の商標 

 

１．赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第１条の標章は次のと

おりである。 
(1)             (2)            (3) 
 
 
 
 
 
（白地に赤十字）    （白地に赤新月） （白地に赤のライオン及び太陽） 
 
 
２．赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第１条の名称は次のと

おりである。 
(1) 「赤十字」    (2) 「ジュネーブ十字」 
(3) 「赤新月」    (4) 「赤のライオン及び太陽」 
 
３．武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第１５８条

第１項の特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形の標章であり、ひな型

は次のとおりである。 
 
 
 
 
 

（オレンジ色地に青色の正三角形） 
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３．「同一又は類似の商標」について 

本号における類否は、赤十字の尊厳を保持する等の公益保護の観点から、商

標全体がこれら赤十字の標章等と紛らわしいか否かにより判断する。 
例えば、出願商標が、その一部に上記の１．又は２．の標章又は名称を顕著

に有する場合は、本号に該当するものと判断する。 
 
 

 
 
４．上記の１．ないし３．の標章又は名称を商標の一部に顕著に有する場合は、

本号の規定に該当するものとする。 
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商標法４条１項７号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
六、第４条第１項第７号（公序良俗違反） 

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 

 

１．「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、例えば、以下 

（1）から（5）に該当する場合をいう。 

 

 

 

 

(1) 商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に

不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又

はこれらの結合、音である場合。 

なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものに該

当するか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは

色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視

野から判断する。 

 

(2)  商標の構成自体が上記(1)でなくても、指定商品又は指定役務について

使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する

場合。 

 

(3)  他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合。 

 

(4) 特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場

合。 

 

(5) 当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を

認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない

ような場合。  

 

 

六、第４条第１項第７号（公序良俗違反） 

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 

 

１．「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体

がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、

図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合並び

に商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用す

ることが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような

場合も含まれるものとする。 
 
 
 
なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、

立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音」に該当するか否かは、特に

その文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係

る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断するものとする。 
 

 
 
 
 
２．他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくは

その国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に

該当するものとする。 
 
 
 
（新設） 
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２．本号に該当する例 

 

① 「大学」等の文字を含み学校教育法に基づく大学等の名称と誤認を生ずる

おそれがある場合。 

② 「○○士」などの文字を含み国家資格と誤認を生ずるおそれがある場合。 

③ 周知・著名な歴史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策

に便乗し、その遂行を阻害する等公共の利益を損なうと判断される出願の

場合。 

④ 国旗（外国のものを含む）の尊厳を害するような方法で表示した図形を有

する場合。 

 

 

 

 

⑤ 音商標が、我が国でよく知られている救急車のサイレン音を認識させる 

場合。 

 

⑥ 音商標が国歌（外国のものを含む）を想起させる場合。 

 

 

 
 
 
(新設) 
 
 
 
 
 
 
 
※「第４条第１項第１号２．」から移設。 
「国旗又は外国の国旗の尊厳を害するような方法で表示した図形を有する商標

は、たとえ、それらと類似しない場合であっても、第４条第１項第７号の規定

に該当するものとする。」 
 
 
(例) 音商標が、我が国でよく知られている救急車のサイレン音を認識させる場

合。 
 
(例) 音商標が国歌（外国のものを含む）を想起させる場合。 
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商標法４条１項８号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
七、第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等） 

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しく

は筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ている

ものを除く。） 

 

１．「他人」について 

「他人」とは、自己以外の現存する者をいい、自然人（外国人を含む。）、法

人のみならず、権利能力なき社団を含む。 

 

２．「略称」について 

(1) 法人の「名称」から、株式会社、一般社団法人等の法人の種類を除いた

場合には、「略称」に該当する。なお、権利能力なき社団の名称については、法

人等の種類を含まないため、「略称」に準じて取り扱うこととする。 

(2) 外国人の「氏名」について、ミドルネームを含まない場合には、「略称」

に該当する。 

 

３．「著名な」略称等について 

「著名な」雅号、芸名、筆名又はこれら及び他人の氏名、名称の「著名な」

略称（以下「略称等」という。）に該当するか否かの判断にあたっては、人格権

保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを

基準とすることは要しない。 

「著名な」雅号、芸名、筆名又はこれら及び他人の氏名、名称の「著名な」

略称（以下、「略称等」という。）に該当するかは、常に、問題とされた商標の

指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることはせずに、略称等が本人

を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断す

る。 

４．「含む」について 

他人の名称等を「含む」商標であるかは、当該部分が他人の名称等として客

観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであるか否かにより判断す

る。 

七、第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等） 

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しく

は筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ている

ものを除く。） 

 

１．本号でいう「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含むものとす

る。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

３．本号でいう「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係を考

慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（例）商標「ＴＯＳＨＩＨＩＫＯ」から他人の著名な略称「ＩＨＩ」を想起・

連想させない。 

 

 

５．自己の氏名等に係る商標について 

 自己の氏名、名称、雅号、芸名、若しくは筆名又はこれらの略称に係る商標

であったとしても、他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しく

は筆名若しくはこれらの著名な略称にも該当する場合には、当該他人の人格的

利益を損なうものとして、本号に該当する。 

 

６．他人の承諾について 

 「他人の承諾」は、査定時においてあることを要する。 

 

 

 

 

 

２．自己の氏名等と他人の氏名等が一致するときは、その他人の承諾を要する

ものとする。 

 

 

 

 

（新設） 
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商標法４条１項９号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
八、第４条第１項第９号（博覧会の賞） 

政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若

しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に

適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する

国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者

が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。） 

 

１．「博覧会」について 
 「博覧会」には、博覧会の名称を冠するものに限らず、例えば見本市、品評

会、コレクション、トレードショー、フェア、メッセ等の他の名称を冠したも

のも含む。 
 
２．「特許庁長官の定める基準に適合するもの」について 
 「特許庁長官の定める基準」は、平成 24 年特許庁告示第６号（下記参照）に

おいて示されており、これに適合するか否かにより判断する。 
 
平成 24 年特許庁告示第６号（要件部分抜粋） 
「一 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称

の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものである

こと。 
二 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の

種類及び数量等が、同号の趣旨に照らして適当であると判断されるものであ

ること。 
三 政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものである

こと。」 
 
(1) 上記一について 

博覧会等の名称を冠した場合であっても、その目的が、単なる商品販売の

一環としての百貨店や小売店等による各種の商品の即売会や絵画又は美術品

八、第４条第１項第９号（博覧会の賞） 

政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若

しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に

適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する

国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者

が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。） 

 

１．博覧会は広く解し、品評会を含むものとする。 
 
 
 
 
２．本号でいう「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定め

る基準に適合するもの」かどうかは、以下の「特許庁長官の定める基準」（平

成 24 年特許庁告示第６号）に適合するかどうかにより判断するものとする。 
(1) 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如

何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。 
(2) 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種

類及び数量等が、本号の趣旨に照らして適当であると判断されるものである

こと。 
(3) 政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであるこ

と。 
 
 
 
 
 
（新設） 
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等の展示会は、本号にいう「特許庁長官の定める基準」に適合しないものと

判断する。 
(2) 上記二について 

例えば、以下(ｱ)から(ｳ)の場合には、本号にいう「特許庁長官の定める基準」 

適合しないものと判断する。 
 

(ｱ) 「開設地及び開設期間」について、(i)博覧会の開設会場の収容人数が

極めて少ない場合、(ii)開催地が交通不便な地域である場合、あるいは

(iii)交通不便とはいえない地域であっても、例えば山岳地等の開催地で

あって季節によっては交通不便となる期間に開催する場合。 
(ｲ) 「出品者及び入場者の資格」について制限を設けている場合。ただし、

開設の目的、会場の規模その他正当な理由による場合は除く。例えば、

(i)博覧会の出品物が「たばこ」「アルコール飲料」等であって、それら

を展示し公衆の観覧及び購買する場合に入場者の年齢に制限を設ける

場合、及び(ii)開設会場が相当程度の収容人数がある場合であっても、入

場者の安全性・利便性等を考慮して一定程度の制限を設ける場合等。 
なお、出品者又は入場者から出品料又は入場料を徴収することは制限

には当たらないものとする。 
(ｳ) 「出品者数」、「出品物の種類及び数量」について、博覧会の出品者数

が極めて少ない場合又は限定されている場合のように、一般公衆への公

開及び展示に供されることを目的とするものとは到底いえない場合。 
 
３．「同一又は類似の標章を有する商標」について 
本号における類否は、博覧会で与えられる賞の権威の維持及び商品の品質又

は役務の質の誤認防止の観点から、出願商標が、その構成全体又はその一部に

博覧会の賞と紛らわしい標章を有するか否かにより判断する。 
 
４．「その賞を受けた者」について 
「その賞を受けた者」には、賞を受けた者の営業又は事業の承継人を含む。 

 
 
（注）記載した告示の内容は、本審査基準作成時点のものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
３．本号でいう「その賞を受けた者」には、その者の営業の承継人を含むもの 
 とする。 
 
 
（新設） 
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商標法４条１項１０号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
九、第４条第１項第１０号（他人の周知商標） 

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広

く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは

役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 

 

１．「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広 

く認識されている商標」について 

 

(1)  需要者の認識について 

「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識

されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含

み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認

識されている商標をも含む。  

 

(2)  周知性の判断について 

「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断に当たっては、この基

準第２（第３条第２項）の２．(2)及び(3)を準用する。なお、例えば、以

下のような事情については十分に考慮して判断する。 

 

(ｱ)  取引形態が特殊な商品又は役務の場合 

例えば、「医療用医薬品」、「医薬品の試験・検査若しくは研究」につ

いては、特定の市場においてのみ流通する商品又は提供される役務であ

ること。 

 

(ｲ)  主として外国で使用されている商標の場合 

主として外国で使用されている商標については、外国において周知で

あること、数カ国に商品が輸出されること、又は数カ国で役務の提供が

行われていること。 

 

２.「需要者の間に広く認識されている商標」の認定について 

審決、異議決定又は判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商

標は、その認定された事実について十分に考慮して判断する。 

九、第４条第１項第１０号（他人の周知商標） 

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広

く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは

役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 

 

 

 

 

１．本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者 

まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている 

商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で 

広く認識されている商標をも含む。  

 

 

３．本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基準第２

（第３条第２項）の２．(2)及び(3)を準用する。 

 

５．取引形態が特殊な商品又は役務（例えば、医療用医薬品のように特定の 

市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定さ 

れた市場においてのみ提供される役務）に係る商標についての上記３．の立 

証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の 

取引の実情を充分考慮するものとする。 

 

６．外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標につ

いて外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数カ国で役務

の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充

分勘案するものとする。 

 

７．本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、

防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認

識された商標と認定された商標（注１）については、その登録又は認定に従

い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。 
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３．「類似する商標」について 

 (1) 本号における商標の類否の判断については、この基準第３の十（第４条

第１項第 11 号）の１．から 10．を準用する。 

(2) 「需要者の間に広く認識されている」他人の未登録商標と他の文字又は

図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されて

いるもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、その未登録商標と類似す

るものと判断する。  

ただし、その未登録商標が既成語の一部となっていることが明らかな場

合等を除く。 

(例) 該当例は、この基準第３の十（第４条第１項第 11 号）の４．(2)(ｱ)

②と同様である。 

 

４．判断時期について 

本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に（第４

条第３項参照）、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない。 

 

 

５．商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について 

この基準第３の十（第４条第１項第 11 号）の 11．(4)を準用する。 

 

 

 

(注１) 「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）における「日本国周知・

著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。 

（参考) その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料につ

いては商標審査便覧を参照。 

 

（新設） 

 

４．本号でいう「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字

又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表され

ているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録

商標と類似するものとする。  

ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているものその他

著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除く。  

(例) 該当例は、この基準第３の十（第４条第１項第 11 号）の６．(6)と同様

である。 

 

２．本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に（第

４条第３項参照）、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければなら

ない。 

 

 

(新設) 
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商標法４条１項１２号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十一、第４条第１項第１２号（他人の登録防護標章） 

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)

と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務につ

いて使用をするもの 

 

１．本号の規定に該当する商標は､登録防護標章と同一のもの（縮尺のみ異なる 

ものを含む。）に限る。 

なお、本号の規定に該当しないと判断される場合でも、第４条第１項第 15 

号の規定に該当する場合がある。 

 

 

 

 

 

十一、第４条第１項第１２号（他人の登録防護標章） 

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)

と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務につ

いて使用をするもの 

 

１．本号の規定に該当する商標は､登録防護標章と同一のもの（相似形を含む｡) 

に限る。登録防護標章と類似の商標若しくはその一部に登録防護標章と同一

若しくは類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商

品又は指定役務に使用するもの、又は、登録防護標章と同一の商標若しくは

その一部に登録防護標章と同一若しくは類似の商標を有する商標であって、

その登録防護標章に係る指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務に使用

するものは、本号の規定に該当せず、第４条第１項第 15 号の規定に該当する

ものとする。 
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商標法４条１項１４号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十二、第４条第１項第 14 号（種苗法で登録された品種の名称） 

種苗法（平成十年法律第八十三号）第十八条第一項の規定による品種登録

を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこ

れに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 

 
１．「類似の商標」について 

本号における類否の判断は、品種登録を受けた品種の名称を特定人に独占さ 
せないという観点から、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要

素を総合的に考察しなければならない。 
 
２．「その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務」について 
出願に係る指定商品が、品種登録を受けたその品種の「種子類，苗，苗木」

等、又はこれらに類似する商品若しくは役務の場合、「その品種の種苗又はこれ

に類似する商品若しくは役務」に該当するものと判断する。 
 （例）その品種の種苗と同一と判断される場合 
  リンゴについて品種登録されている場合において、出願に係る指定商品が

「リンゴの苗木」のとき。 
 （例）その品種の種苗と類似と判断される場合 

① リンゴについて品種登録されている場合において、出願に係る指定商品

が「ぶどうの苗木」のとき。 
② リンゴについて品種登録されている場合において、出願に係る指定商品

が「ドライフラワー」のとき。 
 
 
２．品種登録を受けた品種の名称について商標登録出願がされた場合について 

(1) 指定商品がその品種に係る収穫物、又は指定役務がその品種に係る収穫

物を取扱商品とする小売等役務（小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供）の場合は、商標法第３条第１項第３号に該当する

と判断する。 
(2) 指定商品がその品種に係る収穫物の加工品の場合は、指定商品との関係

により、商標法第３条第１項第３号に該当するか否かを判断する。 

十二、第４条第１項第 14 号（種苗法で登録された品種の名称） 

種苗法（平成十年法律第八十三号）第十八条第一項の規定による品種登録

を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこ

れに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 

 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新設) 
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(3) 指定役務がその品種に係る収穫物の加工品を取扱商品とする小売等役

務（小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）の場

合は、指定役務との関係により、商標法第３条第１項第６号に該当するか

否かを判断する。 
 
 
３．種苗法第 18 条第１項の規定により品種登録を受けた品種の名称について 
は、その登録が存続期間の満了等により消滅した後は本号に該当せず、指定商 
品又は指定役務との関係により、商標法第３条第１項第１号、同項第３号又は 
同項第６号の規定に該当するか否かを判断する。 

 
４．種苗法（平成 10 年法律第 83 号）施行（平成 10 年 12 月 24 日）の際、改 
正前の同法第 12 条の４第１項の規定により品種登録を受けていた品種の名称 
についても上記３．と同様に取り扱うものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
１．種苗法第 18 条第１項の規定により品種登録を受けた品種の名称について

は、その登録期間が経過した後は、商標法第３条第１項第１号又は同項第３

号の規定に該当するものとする。 
 
 
２．種苗法（平成 10 年法律第 83 号）施行（平成 10 年 12 月 24 日）の際、改

正前の同法第 12 条の４第１項の規定により品種登録を受けていた品種の名

称についても上記１．と同様に取り扱うものとする。 
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商標法４条１項１５号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十三、第４条第１項第 15 号（商品又は役務の出所の混同） 

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号 

から前号までに掲げるものを除く。） 

 

１．「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」につい 

て 

(1) その他人の業務に係る商品又は役務（以下「商品等」という。）である

と誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれが

ある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある

者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出

所について混同するおそれがある場合をもいう。 

 
(例) 本号に該当する場合 
① 事業者甲が自己の業務に係る役務「ラーメンの提供」に商標「Ⓢ」

を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、事業者乙

が自己の業務に係る商品「そばの麺」（役務「ラーメンの提供」とは

非類似）に商標「Ⓢ」を使用したときに、その商品に接する需要者が、

その商品が甲の兼業に係る商品であると誤認し、商品の出所について

混同を生ずる場合。  

 

 

② 事業者甲が自己の業務に係る商品「電気通信機械器具」に商標「Ｊ

ＰＯ」を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、事

業者乙が自己の業務に係る商品「おもちゃ」（商品「電気通信機械器

具」とは非類似でかつ、商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、

用途等の関連性を有しないもの）に商標「ＪＰＯ」を使用したときに、

その商品「おもちゃ」に接する需要者が、たとえ、甲の業務に係る商

品であると認識しなくても甲の関連会社の業務に係る商品であると

誤認し、商品の出所について混同を生ずる場合。 

十三、第４条第１項第 15 号（商品又は役務の出所の混同） 

 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号

から前号までに掲げるものを除く。）  
 

 

１． 本号において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあ

る場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その

商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがあ

る場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者

の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が

商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をもいう。例えば、

以下のような場合が挙げられる。  

 

 

(2) 事業者甲が自己の業務に係る役務に商標Ⓢを使用し、これが全国的に周

知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品（甲の業

務に係る役務とは非類似）に商標Ⓢを使用したときに、その商品に接する

需要者が、その商品が甲の兼業に係る商品であると誤認し、商品の出所に

ついて混同を生ずる場合。  

(注) 上記(2)については、甲の業務が商品に係るものであり、また乙の業務

が役務に係るものである場合にも同様に考えるものとする。  

  

(1) 事業者甲が自己の業務に係る商品Ｇに商標を使用し、これが全国的に周

知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品Ｘ（商品

Ｇとは非類似でかつ、商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等

の関連性を有しないものであるとしても）に商標を使用したときに、その

商品Ｘに接する需要者が、たとえ、甲の業務に係る商品であると認識しな

くても、商品Ｘが甲の子会社等の関係にある事業者甲′の業務に係る商品

であると誤認し（実際には存在しない甲′が出所として想定され）、商品

の出所について混同する場合。  
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(2) 考慮事由について 

本号に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断す 

る。 

①  出願商標とその他人の標章との類似性の程度 

②  その他人の標章の周知度 

③  その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特

徴を有するものであるか 

④  その他人の標章がハウスマークであるか 

⑤  企業における多角経営の可能性 

⑥  商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 

⑦  商品等の需要者の共通性その他取引の実情 

なお、②の周知度の判断に当たっては、この基準第２（第３条第２項）

の２．(2)及び(3)を準用し、また、必ずしも全国的に認識されていること

を要しない。 

 

 

 

(3)  外国において著名な標章について 

外国において著名な標章が、我が国内の需要者によって広く認識されてい 

るときは、その事実を十分考慮して判断する。 

 

 

 

 

２．他人の著名な商標を一部に有する商標について 

(1) 他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構

成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるもの

などを含め、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取

り扱うものとする。  

(注) 上記(1)については役務についても同様に考えるものとし、甲及び乙の

業務が役務に係る場合においては、「商品」の文字については「役務」と

読み替え、また「商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の関

連性を有しないもの」とあるのは「役務の提供者、提供手段、目的、提供

に関連する物品等との関連性を有しないもの」と読み替えるものとする。  

 

２．「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であ

るか否かの判断にあたっては、  

(ｲ) その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度）  

(ﾛ) その他人の標章が創造標章であるかどうか  

(ﾊ) その他人の標章がハウスマークであるかどうか  

(ﾆ) 企業における多角経営の可能性  

(ﾎ) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性  

等を総合的に考慮するものとする。  

 

 

なお、(ｲ)の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要し

ないものとする。  

 

３．２.(ｲ)に関する立証方法については､この商標審査基準第２（第３条第２項）

の２．(2)及び(3)を準用する。  

 

６．著名標章を引用して、商標登録出願を本号に該当するものとして拒絶する

ことができる商標には、外国において著名な標章であることが商標登録出願

の時に（第４条第３項参照）、我が国内の需要者によって認識されており（必

ずしも最終消費者まで認識されていなくともよい。）、出願人がその出願に

係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるお

それがあるものを含むものとする。 

 

５．他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成

がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなど

を含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるもの

と推認して、取り扱うものとする。  
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ただし、その他人の著名な商標が既成語の一部となっているもの、又は、

指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのない

ことが明白なものを除く。  

 

(例) 本号に該当する場合 

① 商品「被服」について出願商標「ａｒｅｎｏｍａ / アレノマ」と

商品「カバン、バッグ」について著名な商標「ｒｅｎｏｍａ」「レノマ」 

② 商品「おもちゃ」について、出願商標「パー・ソニー」、「パー ソ

ニー」又は「パーソニー」と商品「電気機械器具」について、著名な商

標「ソニー」 

(例) 本号に該当しない場合 

商品「カメラ」について商標「ＰＯＬＡＲＯＩＤ」と商品「化粧品」に

ついて著名な商標「ＰＯＬＡ」 

(解説) 指定商品又は指定役務との関係において混同を生ずるおそれ

がないと判断される。 

 

(2) 他人の著名な商標を一部に有する商標における第４条第１項各号は、 

次のとおり取り扱うこととする。 

① 第４条第１項第10号に該当すると判断する場合 

他人の著名な未登録商標と類似であって、当該商標の使用に係る商品等

と同一又は類似の商品等に使用すると認められるとき。 

② 第４条第１項第11号に該当すると判断する場合 

他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定商品若

しくは指定役務と同一又は類似の商品等に使用すると認められるとき。 

③ 第４条第１項第15号に該当すると判断する場合 

他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名な商

標と類似していても商品等が互いに類似しないと認められる場合におい

て、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるとき。 

④ 第４条第１項第19号に該当すると判断する場合 

他人の著名な商標と類似していても、商品等が互いに類似せず、かつ、

商品等の出所の混同を生ずるおそれもないと認められる場合において、不

正の目的をもって使用をするものであるとき。  

 

ただし、その他人の著名な商標の部分が既成の語の一部となっているもの、

又は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのな

いことが明白なものを除く。  

(例) ① 混同を生ずるおそれのある商標の例  

被服について「ａｒｅｎｏｍａ / アレノマ」と「ｒｅｎｏｍａ」「レノ

マ」（カバン、バッグ等）  

おもちゃについて「パー・ソニー」、「パー ソニー」又は「パーソニー」

と「ソニー」（電気機械器具）  

② 混同を生ずるおそれのない商標の例  

カメラについて「ＰＯＬＡＲＯＩＤ」と「ＰＯＬＡ」（化粧品）  

 

 

 

 

 

 

４．他人の著名な商標を一部に有する商標については、次のとおり取り扱うこ

ととする。 

 

 

  

(1) それが他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定

商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務に使用すると認

められる場合は、第４条第１項第11号の規定に該当するものとする。  

(2) それが他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名

な商標と類似していても商品若しくは役務が互いに類似しないと認められ

る場合において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、

原則として、本号の規定に該当するものとする。  

(3) それが他人の著名な商標と類似していても、商品又は役務が互いに類似

せず、かつ、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれもないと認められ

る場合において、不正の目的をもって使用をするものであるときは、第４

条第１項第19号の規定に該当するものとする。 
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（1．(2) ⑦に記載） 

 

 

３．建築物の形状を表示する立体商標について 

当該建築物の形状が当該出願前から他人の建築物に係るものとして我が国の

需要者の間に広く認識されているときは、本号に該当するものとする。  

 

４．著名性の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決、異 

議決定若しくは判決で著名な商標と認定された商標（注）については、その 

登録又は認定に従い著名な商標と推認して取り扱うものとする。 

 

(注) 「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」における「日本国周知・

著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。 

（参考)  その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料

については商標審査便覧を参照。 

 

 

 

 

７．他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認

定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮するものとする。  

 

８．建築物の形状を表示する立体商標であって、当該建築物の形状が当該出願 

前から他人の建築物に係るものとして我が国において広く認識されているも 

のであるときは、本号の規定を適用するものとする。  

 

９．著名性の認定に当たっては、この基準第３の九（第４条第１項第 10 号）の

７．を準用する。 

 

 

 

（新設） 
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商標法４条１項１６号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十四、第４条第１項第 16 号（商品の品質等の誤認） 

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 

 

１．「商品の品質又は役務の質（以下本号において、「商品の品質等」という。）」 

について 

(1) 「商品の品質等」とは、商品若しくは役務の普通名称、商品若しくは役

務について慣用されている商標又はこの基準第１の五（第３条第１項第３

号）の１．にいう「商品又は役務の特徴等」が表す品質若しくは質をいう。 

(2) 商標構成中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、全

体として商品の品質等として認識できない場合には、商品の品質等を表さ

ないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  特に、商標構成中に外国の国家名を有する場合には、既成語の一部となっ

ている場合等国家名を認識しないことが明らかな場合に限り、商品の品質等

を表さないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

十四、第４条第１項第 16 号（商品の品質等の誤認） 

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 

 

（新設） 
 

 

 

 

 
（新設） 
 
 
３．国家名・地名等を含む商標であって、それが指定商品又は指定役務との関

係上、商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務の提供の場所

を表すものと認識されるものについては、その商標が当該国若しくは当該地

以外の国若しくは地で生産・販売される商品について使用されるとき、又は

当該国家又は当該地名等によって表される特質を持った内容の役務若しくは

当該国・地で提供される役務以外の役務について使用されるときは、商品の

品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、本号の規定

を適用するものとする。 
  特に、外国の国家名を含む商標である場合には、その外観構成がまとまり

よく一体に表されている場合又は観念上の繋がりがある場合（既成語の一部

となっている場合等国家名を認識しないことが明らかな場合を除く。）であっ

ても、原則として、商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務

の提供の場所を表すものと認識されるものとして、本号の規定を適用するも

のとする。 
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（例）外国の国家名を有する場合 

①商品の品質等を表すと判断する場合 

     商品「時計」について、商標「ＳＷＩＳＳＴＥＸ」 

（解説） 既成語の一部ではないため、国家名としての「スイス連邦」

を認識させる。 

②商品の品質等を表さないと判断する場合  

商品「薬剤」について、商標「コロシアム」 

（解説） 既成語の一部のため、国家名としての「ロシア連邦」を

認識しない。 

 

 

２．「誤認を生ずるおそれ」について 

(1) 「誤認を生ずるおそれ」とは、商標が表す商品の品質等を有する商品の

製造、販売又は役務の提供が現実に行われていることは要せず、需要者が

その商品の品質等を誤認する可能性がある場合をいう。 

(2) 「誤認を生ずるおそれ」の有無は、商標が表す商品の品質等と指定商品

又は指定役務が関連しているか否か、及び商標が表す商品の品質等と指定

商品又は指定役務が有する品質又は質が異なるか否かにより判断する。 

 （例１）本号に該当する場合 

商品「野菜」について、商標「ＪＰＯポテト」 

（解説） この場合、商標が表す商品の品質は、「普通名称としてのじ

ゃがいも」であることから、指定商品「野菜」とは関連する商品であり、

また、指定商品中「じゃがいも以外の野菜」が有する品質とは異なるこ

とから、本号に該当すると判断する。 

なお、指定商品「じゃがいも」と、商品の品質等の誤認を生じさせる

ことなく適正に表示されている場合はこの限りでない。 

（例２）本号に該当しない場合 

① 商品「自転車」について、商標「ＪＰＯポテト」 

（解説） この場合、商標が表す商品の品質である「普通名称としての

じゃがいも」とは関連しない指定商品「自転車」であることから、本号

に該当しないと判断する。 

 

 
(例) 該当する例 
   「ＳＷＩＳＳＴＥＸ」   指定商品 第 14 類 時計 
      <備考> 「ＳＷＩＳＳ」の文字は「スイス国」を認識させる。 
       該当しない例 
       「どどいつ」       指定商品 第 11 類 浴槽 
     <備考> 「どどいつ」の文字は「都々逸」を認識させる。 
 
 
 
 
 
１．「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質又は質が

その商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質

又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合をい

う。 
 
（新設） 
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② 商品「イギリス製の洋服」について、商標「ＪＰＯイギリス」 

（解説） この場合、商標が表す商品の品質である「生産地としてのイ

ギリス」と指定商品が有する品質が一致していることから、本号に該当

しないと判断する。 

③ 役務「フランス料理の提供」について、商標「ＪＰＯフランス」 

（解説） この場合、商標が表す役務の質である「料理の内容としての

フランス」と指定役務が有する質が一致していることから、本号に該当

しないと判断する。 

 

 

 

(3) 商標中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、出願に

係る商標が、出願人の店舗名、商号、屋号等を表すものとして需要者に広

く認識され、かつ、需要者が商品の品質等を誤認するおそれがないと認め

られるときには、本号に該当しないと判断する。 

 

３．商標中に商品の品質等を保証するような文字、図形等がある場合 

商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○グランプリ受賞」等の博覧会の賞等

を受賞した文字・図形等がある場合に、当該博覧会等が４条１項９号の定める

基準に該当しないときは、商品の品質等を表すものとして、博覧会の賞等を受

賞した事実の立証を求め、立証されないときは、本号に該当すると判断する。 

 

 

４．地域団体商標について 

地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品又 

は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質等の誤認を

生じさせるおそれがあるものとして、本号に該当すると判断する。 

ただし、指定商品又は指定役務が、例えば、次のように商品の品質等の誤認

を生じさせることなく適正に表示されている場合は、この限りでない。 

① 地域の名称が当該商品の産地であれば、「○○（地域の名称）産の△△（商

品名）」とする。 

② 地域の名称が当該役務の提供の場所であれば、「○○（地域の名称）にお

ける△△（役務名）」とする。 

ただし、次のように商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせることなく適正

に表示されている場合はこの限りでないものとする。 
(ｲ) 被服に係る商品において、商標中に「イギリス」の文字を含み、指定商品

が「イギリス製の洋服」の場合 
(ﾛ) 飲食物の提供に係る役務において、商標中に「フランス」の文字を含み、

指定役務が「フランス料理の提供」の場合 
  なお、商標中に単に付記的に用いられている商品の産地・販売地又は役務

の質を表す国家名、地名等の文字は、補正により削除することができるもの

とする。 
  ただし、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除

する補正をすることはできない。 
 
（新設） 
 
 
 
４．商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○大臣賞受領」等商品の品質又は役

務の質を保証するような文字、図形等の標章があるときは、その事実の立証

を求め、立証されないときは、第４条第１項第９号を理由として拒絶するも

のを除き、本号の規定を適用するものとする。 
 
 
６．地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品

又は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質又は役

務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、本号の規定を適用する

ものとする。 
ただし、指定商品又は指定役務が、例えば、次のように商品の品質又は役

務の質の誤認を生じさせることなく適正に表示されている場合は、この限り

でないものとする。 
① 地域の名称が当該商品の産地であれば、「○○（地域の名称）産の△△（商

品名）」とする。 
② 地域の名称が当該役務の提供の場所であれば、「○○（地域の名称）におけ

る△△（役務名）」とする。 
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③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地であれば、「○○（地域の名

称）産の□□（原材料名）を主要な原材料とする△△（商品名）」とする。 

④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地であれば、「○○（地域の名称）に

由来する製法により生産された△△（商品名）」とする。ただし、例えば、

「インドカレー」、「江戸前すし」のように地域との密接な関連性が希薄と

なり、一般的な製法と認識されるに至っている場合は、除かれる。 

なお、上記は、地域団体商標における指定商品が「○○（地域の名称）

に由来する製法により生産された△△（商品名）」と記載されている場合

において、需要者がその商品について○○産の商品、又は、主に○○産の

□□（原材料名）を用いた商品であるかのように品質を誤認するおそれが

あるときに、本号の適用を妨げるものではない。 

 

５．本号に該当する場合の商標の補正について 
 商標の補正については、この基準第 13（第 16 条の 2 及び第 17 条の 2）の１．

(2)(ｱ)及び(ｲ)参照。 

 
 
（削除） 

③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地であれば、「○○（地域の名称）

産の□□（原材料名）を主要な原材料とする△△（商品名）」とする。 
④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地であれば、「○○（地域の名称）に由

来する製法により生産された△△（商品名）」とする。ただし、例えば、「イ

ンドカレー」、「江戸前すし」のように地域との密接な関連性が希薄となり、

一般的な製法と認識されるに至っている場合は、除かれる。 
なお、上記は、地域団体商標における指定商品が「○○（地域の名称）に

由来する製法により生産された△△（商品名）」と記載されている場合におい

て、需要者がその商品について○○産の商品、又は、主に○○産の□□（原

材料名）を用いた商品であるかのように品質を誤認するおそれがあるときに、

本号の適用を妨げるものではない。 
 

５．商標の付記的部分に「ＪＩＳ」､「ＪＡＳ」､「特許」､「実用新案」､「意

匠」等の文字又は記号があるときは、これらの文字等が補正により削除され

ない限り本号の規定を適用するものとする。 
  ただし、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除

する補正をすることはできない。 
２．指定商品又は指定役務との関係上、品質又は質の誤認を生ずるおそれのあ

る商品又は役務に対して拒絶理由の通知をした場合において、品質又は質の誤

認を生じない商品又は役務に補正したときは、要旨を変更しない限り、その補

正を認めるものとし、要旨を変更するときは、その補正を却下するものとする。 
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商標法４条１項１７号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十五、第４条第１項第 17 号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示） 

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するもの

を表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地

を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とする

ぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有

する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒に

ついて使用をするもの 

 
１．「産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章」及び「産地を表示

する標章」について 

産地を当該産地における文字で表示した標章のみならず、例えば、片仮名で

表示した標章、その他その翻訳と認められる文字で表示した標章を含む。 

 

（例） 片仮名で表示した標章 

｢BORDEAUX｣を｢ボルドー｣ 

｢CHAMPAGNE｣を｢シャンパーニュ｣ 

「琉球」を「リュウキュウ」 

（例） その他その翻訳と認められる文字で表示した標章 

「BOURGOGNE」（仏語）を「BURGUNDY」（英語） 

 

２．「有する」について 

産地の誤認混同の有無は問わず、形式的に構成中に含むか否かにより判断す

るものとする。 

 

 （例） 「有する」場合 

商品「しょうちゅう」について、商標「琉球の光」 

商品「ぶどう酒」について、商標｢山梨産ボルドー風ワイン｣ 

商品「ぶどう酒」について、商標「CHAMPAGNE style」 

 

十五、第４条第１項第 17 号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示） 

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するもの

を表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地

を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とする

ぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有

する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒に

ついて使用をするもの 

 
１．本号は、例えば、ぶどう酒又は蒸留酒の産地を当該産地における文字で表

示した標章のみならず、片仮名文字、その他その翻訳と認められる文字で表

示した標章を有する場合も適用するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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３．「ぶどう酒」及び「蒸留酒」について 
本号にいう「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれるものとす

る。また、「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、ウォッ

カ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含まれるが、

リキュールは含まれないものとする。 
 

 
２．本号にいう「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれるものと

する。また、「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、ウ

ォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含まれ

るが、リキュールは含まれないものとする。 
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商標法４条１項１８号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十六、第４条第１項第 18 号（商品等が当然に備える特徴） 

商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五

号において同じ。）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる

商標 

 

商標法施行令 

第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令

で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音（役務にあつては、役務の提供

の用に供する物の立体的形状、色彩又は音）とする。 

 

１．本号を適用する場合について  

商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物（以下「商品等」と

いう。）が「当然に備える特徴」は、原則として、第３条第１項第３号に該当す

る商品等の特徴に含まれるものであるため、審査において第４条第１項第 18 号

を適用するか否かが問題となるのは、第３条第１項第３号に該当するものであ

るが、実質的には第３条第２項に該当すると認められる商標についてである。 

 

 

２．商品等が「当然に備える特徴」について 

商品等が「当然に備える特徴」について、第３条第２項に該当するか否かの 

判断において提出された証拠方法等から、次の(1)、(2)又は(3)を確認する。 

(1) 立体商標について 

(ｱ) 出願された商標（以下「出願商標」という。）が、商品等の性質か

ら通常備える立体的形状のみからなるものであること。 

(ｲ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状

のみからなるものであること。 

(2) 色彩のみからなる商標について 

次の(ｱ)及び(ｲ)を確認する。 

(ｱ) 出願商標が、商品等から自然発生する色彩のみからなるものであ

ること。 

(ｲ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な色彩のみか

十六、第４条第１項第 18 号（商品等が当然に備える特徴） 

商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五

号において同じ。）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる

商標 

 

商標法施行令 

第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令

で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音（役務にあつては、役務の提供

の用に供する物の立体的形状、色彩又は音）とする。 

 

１． 商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物（以下「商品等」

という。）が「当然に備える特徴」は、原則として、第３条第１項第３号に

該当する商品等の特徴に含まれるものであるため、審査において第４条第

１項第 18 号を適用するか否かが問題となるのは、第３条第１項第３号に該

当するものであるが、実質的には第３条第２項に該当すると認められる商

標についてである。 
 
 
 

２．商品等が「当然に備える特徴」について、第３条第２項に該当するか否か

の判断において提出された証拠方法等から、次の(1)、(2)又は(3)を確認する。 

(1) 立体商標について 

(ｲ) 出願された商標（以下「出願商標」という。）が、商品等の性質から通

常備える立体的形状のみからなるものであること。 

(ﾛ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみか

らなるものであること。 

(2) 色彩のみからなる商標について 

次の(ｲ)及び(ﾛ)を確認する。 

(ｲ) 出願商標が、商品等から自然発生する色彩のみからなるものであるこ

と。 

(ﾛ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な色彩のみからなる



第２３回商標審査基準ＷＧ 

資料３－１ 
 

34 
 

らなるものであること。 

(3) 音商標について 

次の(ｱ)及び(ｲ)を確認する。 

(ｱ) 出願商標が、商品等から自然発生する音のみからなるものである

こと。 

(ｲ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な音のみから

なるものであること。 

 

(4) 上記(1)(ｲ)、(2)(ｲ)又は(3)(ｲ)を確認するにあたっては、下記(ｱ)及び

(ｲ)を考慮するものとする。 

(ｱ) 商品等の機能を確保できる代替的な立体的形状、色彩又は音が他

に存在するか否か。 

(例)  

① 商品等の構造又は機構上不可避に生じる音であるか否か。 

② 人工的に付加された音であるか否か。 

(ｲ) 代替可能な立体的形状、色彩又は音が存在する場合でも、同程度

（若しくはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か。 

 

 

 

ものであること。 

(3) 音商標について 

次の(ｲ)及び(ﾛ)を確認する。 

(ｲ) 出願商標が、商品等から自然発生する音のみからなるものであること。 

(ﾛ) 出願商標が、商品等の機能を確保するために不可欠な音のみからなるも

のであること。 

 

(4) 上記(1)(ﾛ)、(2)(ﾛ)又は(3)(ﾛ)を確認するにあたっては、下記(ｲ)及び

(ﾛ)を考慮するものとする。 

(ｲ) 商品等の機能を確保できる代替的な立体的形状、色彩又は音が他に存在

するか否か。 

(例)  

① 商品等の構造又は機構上不可避に生じる音であるか否か。 

② 人工的に付加された音であるか否か。 

(ﾛ) 代替可能な立体的形状、色彩又は音が存在する場合でも、同程度（若し

くはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か。 
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商標法４条１項１９号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十七、第４条第１項第 19 号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をも

つて使用をする商標） 

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国に 

おける需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつ

て､不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不

正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの（前各号に掲げるもの

を除く。） 

 

１．「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国に 

おける需要者の間に広く認識されている商標」について 

 

(1)  需要者の認識について 

 需要者の間に広く認識されているか否かの判断については、この基準第３ 

九（第４条第１項第 10 号）の１．を準用する。 

 

(2)  外国における需要者の間に広く認識されている商標」について 

 我が国以外の一の国において周知であることは必要であるが、必ずしも複 

数の国において周知であることを要しないものとする。また、商標が外国に 

おいて周知であるときは、我が国における周知性は問わないものとする。 

 

２．「同一又は類似の商標」について 

「需要者の間に広く認識されている」他人の商標と他の文字又は図形等と結

合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念

上の繋がりがあるものを含め、その他人の商標と類似するものと判断する。  

ただし、その他人の商標が既成語の一部となっていることが明らかな場合等

を除く。 

 

(例) 該当例は、この基準第３の十（第４条第１項第 11 号）の４．(2)(ｱ)

②と同様である。 

十七、第４条第１項第 19 号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をも

つて使用をする商標） 

 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国

における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であ

つて､不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他

の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの（前各号に掲げ

るものを除く。）  
 

 

２． 本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者ま

で広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている

商標を含むものとする。 

 

６．周知性の認定に当たっては、この基準第３の九（第４条第１項第 10 号）の

７．を準用する。 

 

 

３．本号でいう「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当

該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であ

ることを要しないものとする。また、我が国における周知性も要しないものと

する。 

 

 

（新設） 
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３．「不正の目的」について 

(1) 考慮事由について 

 「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の①から⑥に示すよう

な資料が存する場合には、当該事実を十分勘案するものとする。 

①  その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実 

②  その周知商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴

を有するものであるか 

③  その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我

が国への輸出、国内での販売等）を有している事実 

④ その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画（例えば、

新規事業、新たな地域での事業の実施等）を有している事実 

⑤ 出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事

実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事

実 

⑥ 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名

声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあること 

 

(2) 不正の目的をもって使用するものと推認する場合 

  以下の①及び②の要件を満たすような商標登録出願に係る商標について

は、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り

扱うものとする。 

① 一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られてい 

る商標と同一又は極めて類似するものであること。  

②  その周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特

徴を有するものであること。 

 

４．本号該当性の判断について 

本号該当性については、周知度、商標の同一又は類似性の程度、不正の目的

のそれぞれの判断要素を総合的に勘案して判断する。 

 

(例) 本号に該当する場合 

① 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録され

ていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願

 

 

４．「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の(ｲ)ないし(ﾍ)に示す

ような資料が存する場合には、当該資料を充分勘案するものとする。  

 

(ｲ) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実（使用時期、使用

範囲、使用頻度等）を示す資料  

(ﾛ) その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特

徴を有するものであることを示す資料  

(ﾊ) その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我が

国への輸出、国内での販売等）を有している事実を示す資料  

(ﾆ) その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画（例えば、新

規事業、新たな地域での事業の実施等）を有している事実を示す資料  

(ﾎ) 出願人より、商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けている事実

を示す資料  

(ﾍ) 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、

顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料  

 

５．本号の適用に当たっては、①及び②の要件を満たすような商標登録出願に

係る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するもの

と推認して取り扱うものとする。  

① 一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている

商標と同一又は極めて類似するものであること。  

② その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特

徴を有するものであること。  

 

 

１．例えば、次のような商標は、本号の規定に該当するものとする。  

 

 

 

 

(ｲ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されてい

ないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したも
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したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締

結を強制する目的で出願したもの。 

 

② 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標につい 

て、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させた

り、その名声等を毀損させる目的をもって出願したもの。 

 
 

の、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制

する目的で出願したもの。 

  

(ﾛ) 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出

所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等

を毀損させる目的をもって出願したもの。 
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商標法４条３項 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
十八、第４条第３項（第４条第１項各号の判断時期） 

第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標で

あつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、こ

れらの規定は、適用しない。 

 

１．第４条第１項各号の判断時期について 

(1) 第４条第１項第１号から第７号、第９号、第 11 号、第 12 号、第 14 号、

第 16 号又は第 18 号に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。 

(2) 第４条第１項第８号、第 10 号、第 15 号、第 17 号又は第 19 号を適用す

るには、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査

定時においても該当しなければならない。 

２．国際商標登録出願等における「商標登録出願の時」について 

国際商標登録出願等が第４条第１項第８号、第 10 号、第 15 号、第 17 号又は

第 19 号に該当するか否かの判断時期となる「商標登録出願の時」とは、以下の

とおりとする。 

出   願 判 断 時 期 

国際商標登録出願 国際登録の日又は事後指定の日 

 第 68 条の 10 に規定する出願時の特

例の適用のある国際商標登録出願 

 

 

 

 

 該当する国内登録の登録商標に係る

商標登録出願の日 

 なお、第 68 条の 10 に規定する特例

は、国内登録における指定商品又は指定

役務と重複している範囲について認め

られることとなるので、その重複してい

十八、第４条第３項（第４条第１項各号の判断時期） 

第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標で

あつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、こ

れらの規定は、適用しない。 

 

３． 上記以外の第 4 条第 1 項各号の規定に該当するか否かの判断時期は、査定

時とする。 

 

１．第４条第１項第８号、第 10 号、第 15 号、第 17 号又は第 19 号を適用する

には、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査

定時においても該当しなければならないものとする。 

２．国際商標登録出願等が第４条第１項第８号、第 10 号、第 15 号、第 17 号又

は第 19 号に該当する商標であるか否かの判断時期となる商標登録出願の時

とは、以下のとおりとする。 
 

出   願 判 断 時 期 

国際商標登録出願 国際登録の日又は事後指定の日 

 第 68 条の 10 に規定する出願時の特

例の適用のある国際商標登録出願 

 

 

 

 

 該当する国内登録の登録商標に係る

商標登録出願の日 

 なお、第 68 条の 10 に規定する特例

は、国内登録における指定商品又は指定

役務と重複している範囲について認め

られることとなるので、その重複してい
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る指定商品又は指定役務ごとに商標登

録出願の日が異なる場合がある 

 第 68 条の 32 に規定する商標登録出

願  (セントラルアタック後の国内出

願)又は第68条の33に規定する商標登

録出願(議定書廃棄後の商標登録出願) 

 国際登録の日又は事後指定の日 

 

 

る指定商品又は指定役務ごとに商標登

録出願の日が異なる場合がある 

 第 68 条の 32 に規定する商標登録出

願  (セントラルアタック後の国内出

願)又は第68条の33に規定する商標登

録出願(議定書廃棄後の商標登録出願) 

 国際登録の日又は事後指定の日 
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商標法３条１項１号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
三、第３条第１項第１号（商品又は役務の普通名称） 

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみ 

からなる商標 

（略） 
 
３．本号に該当する場合の品種登録を受けた品種の名称について 
 品種登録を受けた品種の名称については、この基準第３の十二（第４条１項

14 号）の３．参照。 
 

三、第３条第１項第１号（商品又は役務の普通名称） 

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみ 

からなる商標 

（略） 
 
（新設） 
 
 

 

 商標法３条１項３号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
五、第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又

は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示） 

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状 

を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは

使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提

供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しく

は時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する

標章のみからなる商標 

（略） 
３．商品の「品質」、役務の「質」について 
 
(4) 本号に該当する場合の品種登録を受けた品種の名称について 
 品種登録を受けた品種の名称については、この基準第３の十二（第４条１項

14 号）２．及び３．参照。 
（略） 

五、第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は

役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示） 

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状 

を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使

用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の

場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期

その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみ

からなる商標 

（略） 
３．商品の「品質」、役務の「質」について 
 
（新設） 
 
 

（略） 
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商標法３条１項６号 

商標審査基準改訂案 現行の商標審査基準 
八、第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの） 

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で 

あることを認識することができない商標 

 
（略） 

 
６．取扱商品の産地等を表示する商標について 

(1) 小売等役務に該当する役務において、商標が、その取扱商品の産地、品

質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の

方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を表示するものと認識さ

れる場合は、本号に該当すると判断する。 
 
(2) 本号に該当する場合の品種登録を受けた品種の名称について 

品種登録を受けた品種の名称については、この基準第３の十二（第４条１

項 14 号）２．及び３．参照。 
（略） 

 

八、第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの） 

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であ 

ることを認識することができない商標 

 
（略） 

 
６．取扱商品の産地等を表示する商標について 

小売等役務に該当する役務において、商標が、その取扱商品の産地、品質、 
原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の方法若 
しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を表示するものと認識される場合 
は、本号に該当すると判断する。 
 
（新設） 
 
 

（略） 

 


